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は
じ
め
に

　

全
国
の
不
登
校
児
童
生
徒
の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
る
有
効

な
対
策
の
実
施
は
急
務
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
部
科
学

省
の
「
令
和
2
年
度
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
・
不
登
校
等
生
徒

指
導
上
の
諸
課
題
に
関
す
る
調
査
」
に
お
い
て
全
国
の
小
・
中

学
校
に
お
け
る
不
登
校
の
児
童
生
徒
数
は
19
万
６
，
１
２
７
人

と
過
去
最
多
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

不
登
校
児
童
生
徒
激
増
に
歯
止
め
を
か
け
る
為
に
副
校
長
・
教

頭
の
皆
さ
ん
が
担
任
に
対
応
す
る
際
に
参
考
に
な
る
こ
と
述
べ

た
い
と
思
う
。

�

　�

現
状
の
多
く
の
不
登
校
は
、
解
答
者
が
不
明
確
か
解

答
不
能
の
問
題
と
な
っ
て
い
る

　

私
は
約
30
年
再
登
校
支
援
を
実
施
し
て
い
る
が
、
今
、
こ
の

見
出
し
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
。
前
提
と
し
て
不
登
校
と
は
、

一
般
的
に
は
文
部
科
学
省
の
調
査
で
使
用
し
て
い
る
定
義
が
あ

る
が
、
基
本
的
に
は
、
学
校
に
行
く
べ
き
時
期
に
、
あ
る
児
童

生
徒
の
家
庭
→
学
校
→
家
庭
と
い
う
往
復
パ
タ
ー
ン
が
家
庭
で

滞
留
し
て
継
続
し
て
い
る
状
態
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
不
登
校

に
は
、
教
育
機
会
確
保
法
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
問
題
行
動

で
は
な
く
、
あ
る
児
童
生
徒
に
義
務
教
育
等
が
保
障
さ
れ
て
い

な
い
状
態
の
継
続
と
い
う
認
識
が
重
要
で
あ
る
。
問
題
解
決
が

止
ま
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
な
ぜ
止
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
教
育
基
本
法
第
10
条
第
1
項
に
保
護
者
が
「
子
の

教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
も
の
」
と
あ
り
、
子

に
義
務
教
育
等
を
保
障
す
る
の
は
保
護
者
の
義
務
で
あ
り
不
登

校
問
題
の
解
答
者
は
保
護
者
で
あ
る
が
、
多
く
の
不
登
校
事
例

で
は
、
そ
れ
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
保
護
者
が

目
的
と
方
法
を
決
定
せ
ず
長
時
間
経
過
し
て
い
た
例
、
学
校
批

判
の
み
を
し
て
い
た
保
護
者
の
例
、
保
護
者
が
、
保
護
さ
れ
る

立
場
に
な
り
解
答
を
し
て
い
な
い
例
、
保
護
者
自
身
は
解
答
者

の
意
識
が
あ
る
が
登
校
さ
せ
る
と
自
殺
す
る
と
い
う
専
門
家
と

称
す
る
方
の
禁
止
事
項
だ
け
の
助
言
で
途
方
に
暮
れ
て
い
た
例

が
み
ら
れ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
副
校
長
・
教
頭
の
皆
さ
ん
は
、
不
登
校

は
、
あ
る
児
童
生
徒
の
義
務
教
育
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
問
題

の
解
決
途
中
状
態
で
あ
る
こ
と
、
法
的
に
は
、
保
護
者
が
問
題

解
決
責
任
者
（
解
答
者
）
で
あ
る
こ
と
、
問
題
解
決
が
何
ら
か

の
原
因
で
留
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、
保
護
者
、
学
校
関
係
者
が

互
い
に
責
任
転
嫁
す
る
の
で
は
な
く
、
保
護
者
の
意
志
を
尊
重

し
て
、
目
的
に
沿
っ
た
協
力
体
制
を
構
築
す
る
と
い
う
認
識
、

対
応
が
必
要
で
あ
る
。

　�

目
的
は
、
本
人
、
保
護
者
が
決
定
し
、
再
登
校
に
関

し
て
は
、
各
児
童
生
徒
の
個
別
計
画
を
立
案
す
る

　

法
的
責
任
上
、
不
登
校
問
題
解
決
時
の
目
的
は
、
保
護
者
、

本
人
が
決
定
す
る
が
、
そ
の
目
的
に
は
、
大
別
し
て
３
つ
あ

る
。
そ
れ
は
、
児
童
生
徒
に
義
務
教
育
を
保
障
す
る
為
に
現
所

属
校
に
再
登
校
す
る
か
、
そ
れ
と
も
転
校
す
る
の
か
、
ま
た

は
、
義
務
教
育
不
要
な
職
業
に
就
く
予
定
で
あ
る
と
い
っ
た
目

的
の
為
、
義
務
教
育
は
不
要
と
す
る
か
で
あ
る
。
再
登
校
の
目

的
を
本
人
、
保
護
者
が
選
択
し
た
場
合
、
本
人
、
保
護
者
、
学

校
は
、
再
登
校
実
績
の
高
い
専
門
家
と
連
携
し
て
、
個
々
に
そ

の
児
童
生
徒
に
合
っ
た
登
校
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
に
な
る
。

発
達
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
場
合
は
、
個
別
の
教
育
支
援
計

画
等
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
再
登
校
率
98
％
の

包
括
的
支
援
ア
プ
ロ
ー
チ
（
小
野
，
２
０
１
７
）
で
再
登
校
支

援
の
方
法
を
紹
介
す
る
。

　
⑴
再
登
校
支
援
の
方
針
：
個
々
の
不
登
校
の
発
現
要
因
と
維

持
要
因
を
突
き
止
め
、
そ
れ
ら
を
軽
減
し
、
家
庭
に
滞
在
す
る

よ
り
も
登
校
し
た
方
が
楽
し
く
、
将
来
像
と
も
つ
な
が
っ
て
い

る
教
育
保
障
状
態
と
す
る
。

　
⑵
情
報
収
集
の
ポ
イ
ン
ト
　
不
登
校
の
発
現
前
の
行
動
特

性
：
対
人
的
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
状
況
（
主
張
で
き
な
い
、

わ
か
ら
な
い
時
に
質
問
で
き
な
い
等
）、
知
的
・
学
習
面
（
特

定
科
目
の
不
振
、
到
達
学
力
状
況
等
）、
性
格
・
行
動
面
（
恐

怖
・
不
安
感
、
ル
ー
ズ
、
引
き
こ
も
り
等
）
の
情
報
を
収
集
す

る
。
発
現
の
経
過　
不
登
校
パ
タ
ー
ン
（
長
期
断
続
的
、
断
続

的
か
ら
継
続
的
、
突
発
性
継
続
）
を
特
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変

化
時
点
の
情
報
収
集
を
実
施
す
る
。
時
間
割
等
で
の
授
業
科
目

の
把
握
が
必
要
で
あ
る
。
全
般
的
症
状
の
変
化　
身
体
症
状
の

訴
え
と
そ
の
消
失
状
況
、
日
中
変
動
、
週
間
変
動
の
有
無
等
を

み
る
。
学
校
・
学
習
と
の
関
連　
学
校
・
同
級
生
等
と
の
接
触

度
・
反
発
度
、
学
力
や
学
習
態
度
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
家
庭
内

で
の
行
動　
生
育
史
の
中
で
家
族
と
の
関
わ
り
、
家
族
の
変
容

可
能
性
を
判
断
す
る
。
そ
の
際
、
家
族
と
の
会
話
、
生
活
習
慣

の
乱
れ
、
休
み
方
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
そ
の
他　
体
力
・
学
力

１２

３

学
級
担
任
か
ら
不
登
校
児
童
生
徒
の
理
解
と
保
護
者
へ

の
支
援
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
ら
副
校
長
・
教
頭
と 

し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
。

明
治
学
院
大
学
心
理
学
部
教
育
発
達
学
科
　
教
授
　

小
野
　
昌
彦

教
育
法
規
・
危
機
管
理
②
「
こ
ん
な
時
　
ど
う
し
ま
す
か
？
」�
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の
低
下
程
度
、
対
人
関
係
の
正
・
負
の
要
因
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
。

　
⑶
情
報
統
合
と
典
型
的
手
順
：
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
不
登
校

の
発
現
前
要
因
、
発
現
時
要
因
、
発
現
維
持
要
因
を
明
ら
か
に

し
て
、
そ
れ
ら
を
軽
減
す
る
方
法
を
考
案
、
実
施
し
登
校
を
活

性
化
す
る
要
因
を
増
加
さ
せ
る
。
最
新
の
典
型
的
な
手
順
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
支
援
関
係
の
設
定　
本
人
（
保
護
者
）

で
目
的
を
決
定
し
、
学
校
側
（
支
援
者
）
に
依
頼
す
る
。
家

庭
、
学
校
の
主
担
当
を
明
確
に
す
る
。
登
校
計
画
表
の
設
定　

本
人
申
告
の
登
校
予
定
日
を
設
定
す
る
。
生
活
計
画
表
も
作
成

す
る
。
学
習
指
導　
到
達
学
力
を
測
定
し
在
籍
学
年
相
応
を
目

的
と
し
て
指
導
す
る
と
同
時
に
予
定
日
周
辺
の
科
目
の
予
習
を

す
る
。
体
力
訓
練　
体
力
測
定
（
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン
、
腹
筋
、
背

筋
等
）
を
実
施
し
在
籍
学
年
相
応
の
体
力
を
目
的
と
し
指
導
を

す
る
。
社
会
的
ス
キ
ル
訓
練　
社
会
性
テ
ス
ト
を
実
施
し
、
年

齢
相
応
の
ス
キ
ル
を
指
導
す
る
。
再
登
校
の
方
法
選
択
：
学
校

に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
を
唾
液
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
等
で
測
定
し
、
ス
ト

レ
ス
が
高
い
場
合
は
系
統
的
脱
感
作
法
等
で
不
安
を
軽
減
す

る
。
再
登
校
の
方
法
は
、
本
人
の
状
況
に
合
わ
せ
て
段
階
的
登

校
、
夕
方
・
早
朝
登
校
法
、
別
室
（
保
健
室
等
）
利
用
の
継
時

近
接
法
等
か
ら
技
法
選
択
し
適
用
す
る
。
そ
の
他　
保
護
者
連

携
、
再
登
校
開
始
予
定
日
の
援
助
、
安
定
化
支
援
を
実
施
し
、

登
校
維
持
要
因
が
確
立
し
た
後
、
終
結
す
る
。

　
⑷
不
安
が
低
い
事
例
へ
の
適
用
例
：
Ａ
は
、
算
数
の
分
数
の

割
り
算
に
理
解
困
難
が
あ
り
、
算
数
の
あ
る
曜
日
に
登
校
し
ぶ

り
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
週
3
回
の
別
室
登
校
と
し
た
。
そ

の
結
果
、
算
数
の
理
解
困
難
が
強
ま
り
、
さ
ら
に
同
級
生
と
も

会
い
づ
ら
く
な
り
継
続
不
登
校
と
な
っ
た
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の

結
果
、
Ａ
の
不
登
校
発
現
要
因
は
、
分
数
の
理
解
困
難
、
不
登

校
発
現
・
維
持
要
因
が
別
室
対
応
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
別
室

で
分
数
に
関
す
る
補
習
と
登
校
予
定
日
時
の
予
習
、
分
か
ら
な

い
時
に
は
担
任
に
質
問
す
る
ス
キ
ル
を
教
え
た
。
分
数
が
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
で
教
室
登
校
を
開
始
し
、
登
校
が

維
持
し
た
。

　

以
上
、
包
括
的
校
支
援
ア
プ
ロ
ー
チ
と
適
用
事
例
の
概
要
を

示
し
た
。
副
校
長
・
教
頭
の
皆
さ
ん
に
は
、
不
登
校
に
は
、

「
待
つ
」、「
寄
り
添
う
」
と
い
う
曖
昧
な
一
律
対
応
は
、
そ
の

個
別
性
ゆ
え
馴
染
ま
ず
、
的
確
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
個
別

対
応
で
再
登
校
は
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　

学
校
で
で
き
る
不
登
校
未
然
防
止

　

次
に
、
不
登
校
誘
発
要
因
を
学
校
で
軽
減
す
る
不
登
校
発
現

未
然
防
止
対
策
を
紹
介
す
る
。

　

⑴
不
安
の
軽
減
：
学
校
に
対
す
る
不
安
の
軽
減
は
、
本
人
が

不
安
を
訴
え
る
対
象
に
20
分
程
度
継
続
し
て
触
れ
さ
せ
る
（
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
原
理
）、
不
安
反
応
に
主
張
反
応
、
筋
弛

緩
（
例
：
深
呼
吸
を
1
分
間
に
12
回
以
下
）
を
伴
わ
せ
る
こ
と

で
軽
減
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
取
り
入
れ
た
生
活
指
導
を
行

う
こ
と
が
有
効
で
あ
っ
た
。

　

⑵
学
力
・
体
力
・
社
会
性
要
因
へ
の
対
応
：
学
力
低
下
の
予

防
に
は
、
小
学
校
低
学
年
時
か
ら
学
年
到
達
学
力
目
標
を
設
定

し
て
、
年
度
途
中
、
年
度
末
に
学
力
チ
ェ
ッ
ク
テ
ス
ト
を
実
施

し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
補
習
が
必
要
な
児
童
生
徒
に
は
学
習

支
援
員
等
に
よ
る
個
別
指
導
を
行
い
、
学
年
相
応
と
す
る
と
い

う
体
制
が
効
果
的
で
あ
っ
た
。
体
力
に
関
し
て
は
、
運
動
能
力

テ
ス
ト
の
結
果
が
在
籍
学
年
平
均
値
よ
り
低
い
子
に
補
充
指
導

を
実
施
す
る
。
特
に
持
久
力
を
重
視
す
る
。
持
久
力
向
上
の
為

に
校
内
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
開
催
や
全
校
早
朝
走
、
業
間
走
を

毎
日
実
施
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
あ
っ
た
。
社
会
性
は
、
主
張

性
が
弱
い
（
要
求
を
い
え
な
い
）、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
質
問

で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
全
校
児
童
生
徒
に
生

活
指
導
、
社
会
的
ス
キ
ル
授
業
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
っ

た
。

　

⑶
義
務
教
育
の
説
明
と
適
切
な
休
み
方
の
実
施
：
学
校
側
か

ら
年
度
始
め
に
保
護
者
に
教
育
基
本
法
に
あ
る
教
育
責
任
の
所

在
を
伝
え
て
お
く
こ
と
、
学
校
教
育
法
施
行
令
第
20
条
、
21
条

を
遵
守
し
た
欠
席
に
関
す
る
取
扱
い
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
新

規
不
登
校
発
現
防
止
に
効
果
的
で
あ
っ
た
（
小
野
，
２
０
１

４
）。
す
な
わ
ち
、
体
調
不
良
時
の
欠
席
は
、
検
温
後
、
医
師

の
診
断
に
従
っ
て
休
む
、
本
人
は
家
滞
在
時
に
は
、
静
養
す
る

こ
と
を
徹
底
す
る
。
副
校
長
・
教
頭
の
皆
さ
ん
が
、
毎
日
全
校

の
児
童
生
徒
の
累
積
欠
席
日
数
を
集
計
し
、
累
積
欠
席
7
日
以

上
の
児
童
生
徒
を
校
長
に
連
絡
し
、
校
長
が
保
護
者
面
接
を
実

施
す
る
。

　

⑷
い
じ
め
防
止
：
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
に
基
づ
き
学
校

全
体
で
取
り
組
み
効
果
を
あ
げ
た
。

　

終
わ
り
に

　

以
上
、
教
育
法
規
、
再
登
校
及
び
不
登
校
未
然
防
止
実
績
か

ら
不
登
校
対
応
の
知
見
を
提
示
し
た
。
副
校
長
・
教
頭
の
皆
さ

ん
に
は
、
児
童
生
徒
の
教
育
保
障
の
為
に
担
任
状
況
に
合
わ
せ

て
活
用
、
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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よ
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学
生
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校
発
現
予
防
の
効
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―
新
規
不
登
校
発
現
率
半
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を
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成
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東
大
和
市
の
例
―
，
ス

ク
ー
ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
究
，
2
，
71
～
80
頁
．　

・
小
野
昌
彦
（
２
０
１
７
）
不
登
校
の
本
質
―
不
登
校
問
題
で
悩
め

る
保
護
者
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
―
，
風
間
書
房
．
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